
第２号様式の１３（第５条の１０第２項） 

第     号 

年  月  日 

        

             様 

 

野田市長        ㊞ 

 

 

 資源物の収集又は運搬の違反に関する公表予告通知書 

年  月  日付け   第   号により資源物の収集又は運

搬をしてはならないこと等を命令しましたが、当該命令に違反したため、野

田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第１６条の４第１項の規定により

次のとおり公表することを決定したので、同条第２項の規定により通知しま

す。 

公表開始予定年月日 年  月  日 

公 表 の 内 容  

公 表 の 方 法  

 

 

また、次のとおり公表に関して意見を述べる機会を付与しますので、同条

例第１６条の４第２項の規定により併せて通知します。 

意見を述べる方法は、意見書の提出とします。 

意 見 書 の 提 出 先  

意 見 書 の 提 出 期 限 年  月  日 

 

教示 
１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることが
できます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟にお
いて市を代表する者は市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消
しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合に

は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経
過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること
ができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの
処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日
の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処
分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 


